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令和５年度第１６回庁議提案  審議・報告・その他 

                   提 出 日：令和５年１１月２１日 

                   担当部・課：保健福祉部介護福祉課〔内線２４３２〕 

① 件  名  

石巻市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画の策定について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」は、老人福祉法及び介護保険法に基づき、一体の計画と

して３年ごとに策定しているが、令和５年度をもって現計画期間が終了する。 

【目的】 

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことがで

きるよう医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活支援が確保される体制づくりを図るため、令

和６年度から令和８年度を計画期間とする「石巻市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画」を

策定するもの。 

③根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号） 

介護保険法（平成 ９年法律第１２３号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】 

  第３章 共に支え合い誰もが生きがいを持ち自分らしく健康に暮らせるまち 

   第２節 生きがいを持ち自分らしく暮らせる高齢者福祉の充実 

    ２ 介護予防等の取組を推進する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

令和４年 ７月 第９期石巻市介護保険事業計画策定に係る調査の実施 

～令和５年 ６月  

令和５年 ７月 第１回石巻市介護保険運営審議会(第９期計画策定の諮問、ニーズ調査報告等) 

８月 第２回石巻市介護保険運営審議会(人口推計及び現状分析、日常生活圏域設定等) 

１０月 第３回石巻市介護保険運営審議会(第９期計画骨子案、介護サービス基盤整備等) 

１１月 第４回石巻市介護保険運営審議会(第９期介護保険事業計画案) 

⑤ 主な内容 

 １ 基本理念 

生きがいと役割を持って、自分らしく、健やかに安心して暮らせるまちづくり   

２ 計画期間 

  令和６年度～令和８年度（３年間） 

 ３ 基本方針 

  （1）生きがい創出と社会参加の促進 

  （2）健康増進と介護予防の推進 

  （3）生活支援の充実 

  （4）認知症施策の推進 

（5）支え合いと連携の充実 

  （6）介護サービス基盤の充実 

４ 保険料基準額の設定 

令和６年度から令和８年度までの人口、高齢者数、要支援・要介護認定者数などの推計値を基礎

に標準給付費見込額、地域支援事業費、調整交付金見込額や、保険料収納必要額を算出し、被保険

者見込数から保険料基準月額を設定した。 

  基準額  月額５，９００円 （第７・８期計画と同額） 

 ※詳細は別添のとおり。 

資料５ 



 - 2 - 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  計画に基づいた施策を推進することによって、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立した日

常生活を営むために必要な支援を行うことができる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

全国の市町村で、老人福祉法及び介護保険法に基づき、計画期間を３年とする「高齢者福祉計画・

介護保険事業計画」を策定している。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

令和５年１２月 パブリックコメントの実施 

～令和６年１月  

令和６年 ２月 石巻市介護保険運営審議会からの答申 

    ３月 石巻市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画策定         

⑨ その他 

【第９期介護保険事業計画策定に係る調査の概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査名 配付数 回収数 回収率 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 2,000 1,153 57.7％ 

在宅介護実態調査 －  565 － 

施設入所者調査 500 321 64.2％ 

介護サービス提供事業者調査 95 68 71.6％ 

 


